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４受文庁第４号の２０９７  

４文庁第４３５８号  

 

 

むつ市長  

 

 

令和５年１月１９日付けで申請のあった天然記念物下北半島のサルおよ

びサル生息北限地の現状変更（道路復旧）を文化財保護法（昭和２５年法

律第２１４号）第１２５条第１項の規定によって許可します。  

ただし、実施に当たっては、青森県文化財担当部局の指導を受けてくだ

さい。  

 なお、許可された期間の延長が必要な場合には、事前に期間変更届を提

出して承認を受けてください。  

また、軽微な仕様（材質、色、形状）の変更であって、文化財に配慮し

たものを行う場合には、事前に計画変更書を提出して承認を受けてくださ

い。  

 

 

 

令和５年２月１７日  

 

 

文化庁長官  都  倉  俊  一  
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む 教 生 第 2 8 1 号 
令 和 5 年 3 月 3 日 

 
 
むつ市長 殿  
 
 

むつ市教育委員会      
教育長  阿部 謙一   

 
 

天然記念物下北半島のサルおよびサル生息北限地の現状変更 

   (道路復旧)の許可について(通知) 

 
 
 令和 5 年 1 月 19 日付け、む土維第 251 号で申請のあった現状変更につ

いて、別紙のとおり許可されましたので伝達します。  
また、事業実施にあたり下記事項について御留意ください。  
なお、事業終了後は、結果を示す写真等を添えた文化庁長官あての終了

報告を当教育委員会へ提出してください。  
 
 

記  
 
 
 事業実施作業員に対し、下記事項について注意喚起してください。  
 
1.  サルに対し、絶対に餌を与えないこと。  
 
2.  作業現場に、飲食物やゴミなど餌となるものを放置しないこと。  
 

以上  
 
 

担当 :むつ市教育委員会 生涯学習課  
森田 賢司         
℡  0175-22-1111(内線 3142) 
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